
院外処方でお薬をスムーズに受け取って頂くために 

 

のご活用をお願いいたします。 

★院外処方せんを保険調剤薬局に提出しても、処方内容について 

問い合わせがある場合、すぐにお薬を作ることは出来ません。 

当センターへの院外処方に関する問い合わせ受け付け時間は、 

平日 9：00～17：00です。 

時間外や土日祝日等の休日の問い合わせは受け付けておりません。 

★また、現在、全国的にお薬の供給が不安定な状況が続いており、 

院外処方においても問い合わせが必要なケースが増えています。 

処方せんの有効期限ギリギリに保険調剤薬局へ処方せんを持参すると、 

問い合わせが出来ず、必要な時に必要な薬が受け取れなくなる場合が 

あります。 

★このような事態を防ぐためにも、院外処方せん受け取り後、 

速やかに、院外処方せんを FAXまたはインターネット送信した後、 

処方せん原本を保険調剤薬局へご持参頂くことをお勧めします。 

★院外処方せんの有効期限は、交付日を含めて 4日間（土日祝日等も含む） 

です。ＦＡＸやインターネット送信をしても、 

院外処方せん原本は、必ず 4日以内に薬局へご持参ください。 

（※処方せんに有効期限の記載がある場合は、その日まで） 
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